
新たな化学物質管理について

令和5年11月30日



従来の省令と今回の改正について

•化学物質関係の労働災害の8割は規制されていない化学物質が原因

•従来の特別規則が廃止されるわけではない（現時点においては）
従来の特別規制：有機則、特化則、鉛則、四アルキル鉛則、石綿則

•従来の特別規則は有効のままであり、特別規則で規制されていない化
学物質が今回の新規制の内容となる。
（危険性・有害性の情報があるほぼすべての化学物質が今回で規制の対象となる）



基本的な流れについて
～事業場がすべきこと～

• 安全衛生管理体制の確立
• ＳＤＳ（安全データシート）の取り寄せと確認
• 使用している化学物質について労働者へ教育（危険性や正しい取扱い方法等）
• リスクアセスメントの実施
• 労働者へのばく露防止対策
• ばく露状況に応じた健康診断実施



安全衛生体制

• 月1回の衛生委員会で審議（労働者と定期的に話し合う体制を作る）
→単なる報告会にならないようにする。

• 化学物質管理者の選任（化学物質を製造している事業場の場合は講習の修了が必須）
→化学物質を製造していない事業場の場合は講習は不要であるが選任は必要

• 保護具着用管理責任者の選任（リスクアセスメントの結果保護具を着用させることとした場合は選任）
• 化学物質管理者・保護具着用管理責任者は知識は当然として、権限がある人を選任してください
→リスクアセスメントの実施や保護具の保守管理等、権限がない担当者では実施できないことが多い



衛生委員会について①（労働安全衛生法）
（衛生委員会）
第十八条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛
生委員会を設けなければならない。

一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

２ 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若し
くはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

３ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指
名することができる。
４ 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一
号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。



衛生委員会について②（労働安全衛生規則）
（衛生委員会の付議事項）
第二十二条 法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるも
のとする。

一 衛生に関する規程の作成に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる
措置のうち、衛生に係るものに関すること。

三 安全衛生に関する計画（衛生に係る部分に限る。）の作成、実施、評価及び改善に関すること。
四 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
五 法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹
立に関すること。

六 法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関す
ること。

七 定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の
自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に
対する対策の樹立に関すること。

八 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
九 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
十 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
十一 第五百七十七条の二第一項の規定により講ずる措置に関すること。
十二 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指
示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。



（委員会の会議）
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「委員会」という。）を毎月一回以上開催するよう
にしなければならない。
２ 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
３ 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知
させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認で
きる機器を設置すること。

４ 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
二 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの

５ 産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができ
る。

（関係労働者の意見の聴取）
第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くた
めの機会を設けるようにしなければならない。

衛生委員会について③（労働安全衛生規則）



化学物質管理者について（労働安全衛生規則）
（化学物質管理者が管理する事項等）
第十二条の五 事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査（主として一般消費者の生活の
用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。）をしなければならない令第十八条
各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物（以下「リスクアセスメント対象物」とい
う。）を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げ
る化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表
示（表示する事項及び標章に関することに限る。）、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二
第一項の規定による通知（通知する事項に関することに限る。）（以下この条において「表示等」という。）並
びに第七号に掲げる事項（表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。）を、当該事業
場以外の事業場（以下この項において「他の事業場」という。）において行つている場合においては、表示等及
び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければなら
ない。
一 法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規
定による通知に関すること。

二 リスクアセスメントの実施に関すること。
三 第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施
に関すること。

四 リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
五 第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにそ
の周知に関すること。

六 第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
七 第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。



２ 事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場（前項のリスクアセスメント対象
物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。）ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場にお
ける表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理
を、当該事業場以外の事業場（以下この項において「他の事業場」という。）において行つている場合に
おいては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理
者に管理させなければならない。
３ 前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ リスクアセスメント対象物を製造している事業場 厚生労働大臣が定める化学物質の管理に
関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

ロ イに掲げる事業場以外の事業場 イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために
必要な能力を有すると認められる者

４ 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項
をなし得る権限を与えなければならない。
５ 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に
掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

続き



保護具着用管理責任者（労働安全衛生規則）
（保護具着用管理責任者の選任等）
第十二条の六 化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、
労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなけ
ればならない。
一 保護具の適正な選択に関すること。
二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
三 保護具の保守管理に関すること。

２ 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならな
い。
一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

３ 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に
掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。
４ 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の
見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。



ＳＤＳ（安全データシート）について

•化学物質の危険性等について記載されているもの
•化学物質の仕入れ先から取り寄せる
•ＳＤＳは労働者がいつでも好きな時に閲覧できるよう周知しておくこと
（就業規則等と同じ）
→好きな時に閲覧できる必要があるので金庫の中等は周知にならない。



ＳＤＳの一例



• 各用語の意味については以下のＨＰに解説があります。
職場のあんぜんサイト：化学物質：有害性・ＧＨＳ関係用語解
説 (mhlw.go.jp)
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/kag_yogo.html

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/kag_yogo.html


区分について



区分の早見表について（一例）

• 各区分の詳細については以下を参照してください
職場のあんぜんサイト：化学物質：GHSとは 危険有害性、区分、シンボル、注意喚起語、危険有害性情報早見表 (mhlw.go.jp)
ＵＲＬ：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ghs_class.html

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ghs_class.html


ＳＤＳに記載されている対策



•許容濃度
労働現場で労働者がばく露されても、空気中濃度がこの数値以下であれば、ほとん
どすべての労働者に健康上の悪影響がみられないと判断される濃度を許容濃度とい
う。暴露限界値、許容暴露限界ともいう。
日本では日本産業衛生学会が勧告値を発表している。米国ではACGIHが勧告値を発
表している。
許容濃度の勧告値としては時間加重平均（TWA；作業員が通常1日8時間、週40時間
での許容値）、短時間暴露限界（STEL；15分間内における平均値が超えてはならな
い値）、天井値（C;この値を超えてはならない上限値）、等がある。

•管理濃度
作業環境測定結果から当該作業場所の作業環境管理の良否を判断する際の管理区分
を決定するための指標として定められたものであり、 作業環境評価基準（昭和63
年、労働省告示第79号）の別表にその値が示されている。許容濃度がばく露濃度の
基準として定められているのとは性格が異なる。

言葉の意味について（「職場の安全サイト」より抜粋）



リスクアセスメント（リスクの見積り）

•現在の危険性を「工程」ごとに把握
•危険性に順位・レベルをつけていく
•順位・レベルに応じた対策（ばく露防止）を実施



リスクアセスメントの実施方法

• 職場のあんぜんサイト：化学物質：化学物質のリスクアセスメント実施支援 (mhlw.go.jp)
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm




化学物質のばく露防止対策の基本
１位 ・安全と確認されている別の物質を使用

→未知の物質を使用しない
・有害業務そのものを廃止

２位 ・設備で対応
→局所排気装置等の換気装置の使用

・有害業務を変更
→無人化や密閉（作業者へのばく露が無い密閉）
→無人化や密閉を行っても材料の補充作業や機械の点検等で化学物質にばく露する可能性がある

３位 ・個人用保護具（保護具着用管理責任者を選任する必要がある）
→必要ではあるが頼ってはいけない、これで解決にしてはいけない

例えば夏の場合は別の災害を引き起こす可能性がある
→ガン or 中毒 or 熱中症のどれかを選択しなければならないという事態を招く

→フィルター交換の時期や経年劣化での交換等、管理すべきことが多い（保護具着用管理責任者が担当）



労働者への教育
• 使用している化学物質の危険性
• 設備の意味・効果（なぜこの設備を使わなければならないか）
• 保護具の意味・着用効果（なぜこの保護具を使わなければならないか）
• 化学物質の適切な使い方
• 効率よりも安全性を重視させること（安全性の重視が会社を守ることに繋がる）

例：
「この化学物質はこういう危険があるので、使用の際は、化学物質を吸い込まない
ようにするためこの設備の電源を入れて、化学物質が体につかないようにするため
この保護具を使うこと。
こういう手順で化学物質を使用し、手順を省略しないこと」



化学物質による災害事例

• https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/saigaijirei.htm

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/saigaijirei.htm




ラベル表示について
（「職場の安全サイト」より抜粋）







ばく露状況に応じた健康診断実施
• リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について｜厚生労働省
(mhlw.go.jp)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html

上記「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの概要について」を参照

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35778.html


ばく露防止と健康診断について（労働安全衛生規則）
（ばく露の程度の低減等）
第五百七十七条の二 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、
リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密
閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具
を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露され
る程度を最小限度にしなければならない。
２ 事業者は、リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健
康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務（主とし
て一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。）を行う屋内作業場においては、当該業務
に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなけ
ればならない。



続き①（健康診断関係）
３ 事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、法第六十六条の規定による
健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると
認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
４ 事業者は、第二項の業務に従事する労働者が、同項の厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物に
ばく露したおそれがあるときは、速やかに、当該労働者に対し、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医
師による健康診断を行わなければならない。
５ 事業者は、前二項の健康診断（以下この条において「リスクアセスメント対象物健康診断」という。）を行つたときは、リス
クアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票（様式第二十四号の二）を作成し、こ
れを五年間（リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性がある物として厚生労働大臣が定め
るもの（以下「がん原性物質」という。）である場合は、三十年間）保存しなければならない。
６ 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断の結果（リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断
された労働者に係るものに限る。）に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところによ
り、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
一 リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師又は歯科医師の意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載すること。

７ 事業者は、医師又は歯科医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速
やかに、これを提供しなければならない。
８ 事業者は、第六項の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮
して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整
備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。
９ 事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果
を通知しなければならない。



続き②（リスクアセスメント、その他）
１０ 事業者は、第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴く
ための機会を設けなければならない。
１１ 事業者は、次に掲げる事項（第三号については、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事
する労働者に限る。）について、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三
年間（第二号（リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。）及び第三号については、
三十年間）保存するとともに、第一号及び第四号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、
又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
一 第一項、第二項及び第八項の規定により講じた措置の状況
二 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対
象物のばく露の状況

三 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びにがん原性物質により著しく
汚染される事態が生じたときはその概要及び事業者が講じた応急の措置の概要

四 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況
１２ 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一 当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又
は備え付けること。
二 書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付する
こと。
三 磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体に記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製
造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事
する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。


